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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の手の甲側を覆う手甲部（１１）と、使用者の掌を覆う手掌部（１２）とを縫着
して作製されるスポーツ用手袋（１０）であって、
　使用者の小指を受け入れる小指部（１３）と、
　使用者の薬指を受け入れる薬指部（１４）と、
　使用者の中指を受け入れる中指部（１５）と、
　使用者の人差指を受け入れる人差指部（１６）と、
　使用者の親指を受け入れる親指部（１７）と、
　一方の端部が、前記小指部（１３）と、前記薬指部（１４）と、前記中指部（１５）と
、前記人差指部（１６）と、前記親指部（１７）との少なくとも１つに設けられ、使用者
の手首側に向けて延在する帯部（３３）とを含み、
　前記帯部（３３）は、前記手甲部（１１）上に配置された手甲帯部（３１）と、
　該手甲帯部（３１）に連設され、使用者の手首に巻き付けられる手首巻付け部（３２）
と、
　前記手首巻付け部（３２）を使用者の手首に対し固定する固定部材（２４、３０）とを
備え、
　前記手首巻付け部（３２）の巻き始めが前記手甲帯部（３１）に連続し、前記手首巻付
け部（３２）の巻き終わりが前記固定部材（２４、３０）によって固定された、スポーツ
用手袋。
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【請求項２】
　前記帯部（３３）の一方の端部は、該帯部（３３）が設けられた前記小指部（１３）と
、前記薬指部（１４）と、前記中指部（１５）と、前記人差指部（１６）と、前記親指部
（１７）とのうち、使用者の末節骨（７１）から中手指節関節（７５）までのいずれかに
設けられた、請求項１に記載のスポーツ用手袋。
【請求項３】
　少なくとも使用者の中手指節関節（７５）上に位置する領域に形成された弾性部材（２
０）をさらに備える、請求項１または請求項２に記載のスポーツ用手袋。
【請求項４】
　前記手首巻付け部（３２）に形成された手首巻締め用弾性部材（２３）をさらに備える
、請求項１から請求項３のいずれかに記載のスポーツ用手袋。
【請求項５】
　前記手首巻付け部（３２）は、少なくとも前記手首部（１８）の前記手甲部（１１）側
に、板状部材（２２）を有する、請求項１から請求項４のいずれかに記載のスポーツ用手
袋。
【請求項６】
　前記手甲部（１１）の上面に設けられた第１面ファスナ（２８）と、
　前記帯部（３３）の下面に設けられ、前記第１面ファスナ（２８）に対応する第２面フ
ァスナ（２７）と、
　をさらに備える、請求項１から請求項５のいずれかに記載のスポーツ用手袋。
【請求項７】
　前記帯部（３３）の上面に設けられた第３面ファスナ（３０）と、
　前記第３面ファスナ（３０）に固定される第４面ファスナ（２４）と、
　をさらに備える請求項１から請求項６のいずれかに記載のスポーツ用手袋。
【請求項８】
　前記手甲帯部（３１）と、前記手首巻付け部（３２）とが分離可能とされた、請求項１
から請求項７のいずれかに記載のスポーツ用手袋。
【請求項９】
　使用者の手の甲側を覆う手甲部（１１）と、使用者の掌を覆う手掌部（１２）とを縫着
して作製されるスポーツ用手袋（１０）であって、
　使用者の小指を受け入れる小指部（１３）と、
　使用者の薬指を受け入れる薬指部（１４）と、
　使用者の中指を受け入れる中指部（１５）と、
　使用者の人差指を受け入れる人差指部（１６）と、
　使用者の親指を受け入れる親指部（１７）と、
　一方の端部が前記小指部（１３）と、前記薬指部（１４）と、前記中指部（１５）と、
前記人差指部（１６）と、前記親指部（１７）との少なくとも１つに設けられた第１帯部
（３３）と、
　一方の端部が、前記第１帯部（３３）が設けられた指部以外の指部に設けられた第２帯
部（８３）とを備え、
　前記第１帯部（３３）は、前記手甲部（１１）上に配置された第１手甲帯部（３１）と
、
　該第１手甲帯部（３１）に連設され、使用者の手首に巻き付けられる第１手首巻付け部
（３２）と、
　前記第１手首巻付け部（３２）を使用者の手首に対し固定する第１固定部材（２４、２
８）とを含み、
　前記第１手首巻付け部（３２）の巻き始めが前記第１手甲帯部（３１）に連続し、前記
第１手首巻付け部（３２）の巻き終わりが前記第１固定部材（２４、２８）によって固定
され、
　前記第２帯部（８３）は、前記手甲部（１１）上に配置された第２手甲帯部（８１）と
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、
　該第２手甲帯部（８１）に連設され、前記第１手首巻付け部（３２）の巻付け方向と異
なる方向に使用者の手首に巻き付けられる第２手首巻付け部（８２）と、
　前記第２手首巻付け部（８２）を使用者の手首に対し固定する第２固定部材（８４）と
を含み、
　前記第２手首巻付け部（８２）の巻き始めが前記第２手甲帯部（８１）に連続し、前記
第２手首巻付け部（８２）の巻き終わりが前記第２固定部材（８４）によって固定された
、スポーツ用手袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スポーツ用手袋に関し、特に各種スポーツで球状体や棒状体を把持する競技
で用いられるスポーツ用手袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、球状体や棒状体等の対象物を把持する競技で用いられる従来のスポーツ用手
袋では、対象物を把持し易くするための種々の工夫がなされている。例えば、特開２００
３－３３４２７２号公報には、手甲部に取り付けられ、一方の端部が手袋の小指部、薬指
部および中指部に接続された第１弾性体、第２弾性体、第３弾性体と、手甲部に着脱可能
に設けられ、第１、第２、第３弾性体の他方の端部を固定する固定部材を備えたスポーツ
用手袋が記載されている。また、このスポーツ用手袋によれば、手首部には、固定部材と
は、別部材のベルト設けられている。この手袋によれば、固定部材が第１弾性体と、第２
弾性体と第３弾性体とを引張することにより、小指部、薬指部、中指部とに締付力が付与
される。
【０００３】
　また、特開平７－１５５４２０号公報には、手の甲に沿って配置され弾性可撓性を有し
た板部材を備えたスポーツ用手袋が記載されている。この手袋によれば、手の甲に沿って
配置された板部材が、スイングの際に手首を中心として手の甲を外側に曲げるような手の
動きを制御する。
【０００４】
　さらに、特開２００２－６５９２８号公報には、手甲部に小指、薬指、中指の少なくと
も１つの基節骨から人差指の中手骨に向かう方向に延在し、伸縮性を有する帯を備えたし
ポーツ用手袋が記載されている。この手袋によれば、対象物を把持したときに小指、薬指
および中指に締付力が付与される。
【特許文献１】特開２００３－３３４２７２号公報
【特許文献２】特開平７－１５５４２０号公報
【特許文献３】特開２００２－６５９２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特開２００３－３３４２７２号公報に記載されたスポーツ用手袋では、手
首部に設けられたベルトは、固定部材と別個の構成とされている。このため、ベルトが使
用者の手首部を巻締める締付力は、使用者の手首および各指の動きに関係なく、一定に維
持されている。このように、このスポーツ用手袋では、運動時において、手首および指を
動かす際に、使用者の筋肉の動きに追従して、ベルトの締付力を変動させることができず
、手首および指の動きを制御することが困難であるという問題があった。
【０００６】
　さらに、上記特開平７－１５５４２０号公報に記載されたスポーツ用手袋では、小指、
薬指、中指等に締付力を付与することできないという問題があった。また、使用者の指の
動きに追従して、手首および指の締付力を変動させることができず、手首および指の動き
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を制御することが困難であるという問題があった。
【０００７】
　さらに、この手袋においては、手首が手の甲側に向けて曲がることを制御することがで
きる一方で、手首が他の方向に曲がることを制御することができないという問題があった
。
【０００８】
　また、特開２００２－６５９２８号公報に記載されたスポーツ用手袋においても、特開
２００３－３３４２７２号公報に記載されたスポーツ用手袋と同様に、ベルトと伸縮性を
有する帯とが別個の構成とされているため、手首および各指の筋肉の動きに追従して、手
首および指に付与される締付力を変動させることが困難であるという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、対象物
を把持する際に、手首部への締付力と、使用者の指への締付力とを使用者の筋肉の動きに
合わせて変動させて、手首の動きを制御することができるスポーツ用手袋を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るスポーツ用手袋は、１つの局面では、使用者の手の甲側を覆う手甲部と、
使用者の掌を覆う手掌部とを縫着して作製されるスポーツ用手袋であって、使用者の小指
を受け入れる小指部と、手甲部と手掌部とから形成され、使用者の薬指を受け入れる薬指
部と、手甲部と手掌部とから形成され、使用者の中指を受け入れる中指部と、手甲部と手
掌部とから形成され、使用者の人差指を受け入れる人差指部と、手甲部と手掌部とから形
成され、使用者の親指を受け入れる親指部と、一方の端部が、小指部と、薬指部と、中指
部と、人差指部と、親指部との少なくとも１つに設けられ、使用者の手首側に向けて延在
する帯部とを含み、帯部は、手甲部上に配置された手甲帯部と、該手甲帯部に連設され、
使用者の手首に巻き付けられる手首巻付け部と、手首巻付け部を使用者の手首に対し固定
する固定部材とを備え、手首巻付け部の巻き始めが手甲帯部に連続し、手首巻付け部の巻
き終わりが固定部によって固定される。
【００１１】
　好ましくは、上記帯部の一方の端部は、該帯部が設けられた小指部と、薬指部と、中指
部と、人差指部と、親指部とのうち、使用者の末節骨から中手指節関節までのいずれかに
設けられる。好ましくは、少なくとも使用者の中手指節関節上に位置する領域に形成され
た弾性部材をさらに備える。
【００１２】
　好ましくは、上記手首巻付け部に形成された手首巻締め用弾性部材をさらに備える。好
ましくは、上記手首巻付け部は、少なくとも手首部の手甲部側に、板状部材を有する。好
ましくは、上記手甲部の上面に設けられた第１面ファスナと、帯部の下面に設けられ、第
１面ファスナに対応する第２面ファスナとを備える。好ましくは、上記帯部の上面に設け
られた第３面ファスナと、第３面ファスナに固定される第４面ファスナとをさらに備える
。好ましくは、上記手甲帯部と、手首巻付け部とが分離可能とされている。
【００１３】
　本発明に係るスポーツ用手袋は、他の局面では、使用者の手の甲側を覆う手甲部と、使
用者の掌を覆う手掌部とを縫着して作製されるスポーツ用手袋であって、使用者の小指を
受け入れる小指部と、手甲部と手掌部とから形成され、使用者の薬指を受け入れる薬指部
と、手甲部と手掌部とから形成され、使用者の中指を受け入れる中指部と、手甲部と手掌
部とから形成され、使用者の人差指を受け入れる人差指部と、手甲部と手掌部とから形成
され、使用者の親指を受け入れる親指部と、一方の端部が小指部と、薬指部と、中指部、
人差指部と、親指部との少なくとも１つに設けられた第１帯部と、一方の端部が、第１帯
部が設けられた指部以外の指部に設けられた第２帯部とを備え、第１帯部は、手甲部上に
配置された第１手甲帯部と、該第１手甲帯部に連設され、使用者の手首に巻き付けられる
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第１手首巻付け部と、第１手首巻付け部を使用者の手首に対し固定する第１固定部材とを
含み、第１手首巻付け部の巻き始めが第１手甲帯部に連続し、第１手首巻付け部の巻き終
わりが第１固定部材によって固定される。そして、上記第２帯部は、手甲部上に配置され
た第２手甲帯部と、該第２手甲帯部に連設され、第１手首巻付け部の巻付け方向と異なる
方向に使用者の手首に巻き付けられる第２手首巻付け部と、第２手首巻付け部を使用者の
手首に対し固定する第２固定部材とを含み、第２手首巻付け部の巻き始めが第２手甲帯部
に連続し、第２手首巻付け部の巻き終わりが第２固定部材によって固定される。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、運動時において、使用者の筋肉の動きに合わせて使用者の手首や各
指の締付力を変動させることができ、手首の動きを制御を行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１から図９を用いて、本発明に係る実施の形態について説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０の上面図である。この図１に示され
るように、スポーツ用手袋１０は、使用者の手の甲を覆う手甲部１１と、使用者の掌を覆
う手掌部１２とを備えている。また、このスポーツ用手袋１０は、手甲部１１と手掌部１
２とから形成され、使用者の手首が挿入される手首部１８と、手甲部１１と手掌部１２と
から形成され、使用者の小指を受け入れる小指部１３と、手甲部１１と手掌部１２とから
形成され、使用者の薬指を受け入れる薬指部１４と、手甲部１１と手掌部１２とから形成
され、使用者の中指を受け入れる中指部１５と、手甲部１１と手掌部１２とから形成され
、使用者の人差指を受け入れる人差指部１６と、手甲部１１と手掌部１２とから形成され
、使用者の親指を受け入れる親指部１７とを備えている。手甲部１１と、手掌部１２とは
、人工皮革、天然皮革、合成皮革などから構成されている。
【００１７】
　ここで、図３は、人の手の骨格図であり、図１に示されるように、手甲部１１は、使用
者の図３に示される中手指節関節７５に沿って配置された弾性部材２５を備えている。こ
の弾性部材２５は、図３に示される中手指節関節７５に沿って延在すると共に、小指部１
３と、薬指部１４と、中指部１５とのうち、図３に示される基節骨６９を覆う部分に向け
て配置されている。また、手甲部１１は、手の甲側であって、親指部１７の付根部に沿っ
て配置された弾性部材２６を備えている。この弾性部材２６と、弾性部材２５とは、例え
ば、ニット素材であるツーウェイトリコット生地等から構成されている。
【００１８】
　小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５との手の甲側のうち、図３に示される第２指
節間関節７４より指先側は、手甲部１１と同質材料の人工皮革、天然皮革、合成皮革等に
より構成されている。
【００１９】
　さらに、図１において、このスポーツ用手袋１０は、手甲部１１側に配置された帯部３
３を備えている。この帯部３３は、一方の端部が小指部１３と、薬指部１４と、中指部１
５とのうち、図３に示される使用者の中手指節関節７５を覆う位置に設けられ、そして、
手首部１８の側面のうち、手首部１８の親指側の側面を通って、手首部１８の小指部１３
側の側面に向けて延在している。また、この帯部３３は、手の甲側に配置された手甲帯部
３１と、手甲帯部３１に連設され、手首部１８の開口縁部に沿って配置された手首巻付け
部３２とを備えている。この手甲帯部３１は、一方の端部が小指部１３、薬指部１４、中
指部１５に縫着され、皮革により構成された指側手甲帯部１９と、この指側手甲帯部１９
の他方の端部に配置された弾性部材（第１手甲帯部用弾性部材）２０と、この弾性部材２
０より手首側に配置された手首側手甲帯部２１とを備えている。
【００２０】
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　指側手甲帯部１９は、小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とのうち、図３に示さ
れる中手指節関節７５を覆う部分に亘って配置されている。なお、本実施の形態において
は、帯部３３の指先側の先端部は、小指部１３、薬指部１４、中指部１５の図３に示され
る第２指節間関節７４に配置されているが、この位置に限られない。すなわち、帯部３３
の指先側の先端部は、小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とのうち、図３に示され
る末節骨７１から中手指節関節７５までのいずれかに設けられており、好ましくは、図３
に示される使用者の第２指節間関節７４を覆う部分と、基節骨６９を覆う部分と、中手指
節関節７５を覆う部分のいずれかに位置するように配置されておればよい。
【００２１】
　弾性部材２０の指先側の先端部は、図３に示される中手指節関節７５を覆う部分に配置
されており、手首側の端部は、中手骨６８を覆う部分に配置されている。この弾性部材２
０は、例えば、クロロプレンゴムにツーウェイトリコット生地を貼り合わせることにより
構成されている。
【００２２】
　なお、本実施の形態１においては、弾性部材２０は、図３に示される使用者の小指の中
手指節関節７５側から中指の中手指節関節７５に亘って形成されているが、これに限られ
ない。すなわち、小指の中手指節関節７５と、中指の中手指節関節７５とにより挟まれる
領域のいずれかの位置に少なくとも形成されておればよい。
【００２３】
　手首側手甲帯部２１の指先側の端部が弾性部材２０の端部に位置しており、他方の端部
は、手首部１８のうち、親指部１７側の側面に位置している。この手首側手甲帯部２１は
、手甲部１１と同様の材料により構成されており、人工皮革、天然皮革、合成皮革により
構成されている。
【００２４】
　手首巻付け部３２は、図３に示される使用者の手首に豆状骨６０と、三角骨６１と、有
鈎骨６２と、有頭骨６３と、月状骨６４と、舟状骨６５と、大菱形骨６６と、小菱形骨６
７とに該当する部分に配置される。なお、この手首巻付け部３２の幅は、図３に示される
豆状骨６０と、三角骨６１と、有鈎骨６２と、有頭骨６３と、月状骨６４と、舟状骨６５
と、大菱形骨６６と、小菱形骨６７の全てを覆うことができるような幅とされているが、
これに限られない。すなわち、手首巻付け部３２は、図３に示される豆状骨６０と、三角
骨６１と、有鈎骨６２と、有頭骨６３と、月状骨６４と、舟状骨６５と、大菱形骨６６と
、小菱形骨６７のうち、少なくとも、１つ以上の骨を覆う程度の幅であればよい。例えば
、手首巻付け部３２の幅は、２ｃｍ以上７ｃｍ以下とされている。
【００２５】
　この手首巻付け部３２は、手首側手甲帯部２１に連設された帯状の弾性部材２３と、こ
の弾性部材２３の後端部に配置された板状部材２２とを備えている。弾性部材（手首巻締
め用弾性部材）２３は、弾性部材２０と同様の材料により構成されており、板状部材２２
は、手甲部１１と同様の材料により構成されている。
【００２６】
　図２は、図１に示されたスポーツ用手袋１０の帯部３３の巻締めを開放した状態を示す
正面図である。この図２に示されるように、手首部１８の開口縁部側には切れ込みが形成
されている。このため、手首部１８は、小指側手首部１８ａと、親指側手首部１８ｂとに
分割されている。小指側手首部１８ａの上面には、表裏面のいずれにも面ファスナが形成
された両面ファスナ（第１面ファスナ）２８が縫着されている。
【００２７】
　この両面ファスナ２８の上面側には、フック状の面ファスナが形成されており、下面側
には、ループ状の面ファスナが形成されている。また、両面ファスナ２８は、小指側手首
部１８ａから親指側手首部１８ｂに向けて延在している。親指側手首部１８ｂの上面のう
ち、両面ファスナ２８の先端部が位置する領域に、面ファスナ２９が配置されている。こ
の面ファスナ２９は、両面ファスナ２８の下面に形成されたループ状の面ファスナに対応
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するフック状の面ファスナとされている。そして、帯部３３の手首側手甲帯部２１の下面
側には、面ファスナ（第２面ファスナ）２７が配置されている。この面ファスナ２７は、
両面ファスナ２８の上面側に形成されたフック状の面ファスナに対応するループ状の面フ
ァスナとされている。
【００２８】
　手首側手甲帯部２１の上面上には、面ファスナ（第４面ファスナ）２４が配置されてい
る。また、手首巻付け部３２の終端部側には、面ファスナ２４に対応する面ファスナ（第
３面ファスナ）３０が形成されている。また、手首巻付け部３２の終端部には、板状部材
２２が形成されている。この板状部材２２は、手甲部１１と同様の材料により構成されて
いる。なお、本実施の形態１においては、手甲部１１の上面とは、手甲部１１の表面のう
ち、外方に露出した外表面であり、手首部１８の上面とは、外方に露出した外表面のうち
、手甲部１１側の表面である。また、帯部３３の下面とは、帯部３３の表面のうち、帯部
３３を固定した際に、手甲部１１の上面と対向配置される表面であり、帯部３３の上面と
は、帯部３３の表面のうち、帯部３３を固定した際に、外方に露出する表面である。
【００２９】
　このように構成されたスポーツ用手袋１０の作用について説明する。まず、図２におい
て、手首部１８から手を挿入する。そして、両面ファスナ２８の先端部を面ファスナ２９
に貼り付けて、手首部１８を締める。そして、帯部３３を引張した状態で、面ファスナ２
７を両面ファスナ２８に貼り付けて、手甲帯部３１を固定する。このように、手甲帯部３
１を引張した状態で固定すると、小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とが引張され
、小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とに挿入された使用者の小指、薬指、中指と
に締付力が付与される。この締付力により、使用者の小指、薬指、中指とスポーツ用手袋
１０とがフィットする。
【００３０】
　また、帯部３３には、弾性部材２０が設けられているため、帯部３３を引張すると、弾
性部材２０も引張されるため、手甲帯部３１を固定した後においても、小指部１３と、薬
指部１４と、中指部１５とに良好に引張力が付与される。
【００３１】
　このため、このスポーツ用手袋１０においては、使用者の小指、薬指、中指に確実に締
付力を付与することができる。そして、帯部３３のうち、手首巻付け部３２を引張し、手
首巻付け部３２を引張した状態で、手首部１８の開口縁部に沿って巻締める。この際、手
首巻付け部３２に設けられた弾性部材２３は、引張される。そして、手首巻付け部３２の
後端部に設けられた面ファスナ３０を面ファスナ２４に貼り付ける。このため、弾性部材
２３は、引張状態で固定され、手首巻付け部３２が使用者の手首に締付力を付与する。す
なわち、面ファスナ３０と、面ファスナ２４とは、手首巻付け部３２を使用者の手首に固
定する固定部材を構成する。
【００３２】
　このように、手首巻付け部３２は、図３に示される豆状骨６０と、三角骨６１と、有鈎
骨６２と、有頭骨６３と、月状骨６４と、舟状骨６５と、大菱形骨６６と、小菱形骨６７
と、橈骨７３と、尺骨７２とを包み込む。このように、豆状骨６０と、三角骨６１と、有
鈎骨６２と、有頭骨６３と、月状骨６４と、舟状骨６５と、大菱形骨６６と、小菱形骨６
７が包み込まれると、使用者の手首が安定し、例えば、ゴルフのスイング等する際におい
ても、手首のふらつき等が抑制される。
【００３３】
　また、手首巻付け部３２が手首部１８を巻き締めると共に、手甲帯部３１が小指部１３
と、薬指部１４と、中指部１５とを引張するため、手掌部１２に皺が生じ難く、スポーツ
用手袋１０と、使用者の手とがフィットし易くなっている。
【００３４】
　ここで、手首巻付け部３２の後端部側には、板状部材２２が形成されており、手首巻付
け部３２が手首部１８に巻きつけられると、板状部材２２が手首部１８の手甲部１１側に
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配置される。このように、板状部材２２が手首部１８の手甲部１１側に配置されると、板
状部材２２は、手首の背屈する動きを制御する。
【００３５】
　なお、本実施の形態１においては、板状部材２２が帯部３３の後端部にのみ形成されて
いるが、これに限られない。すなわち、この板状部材２２は、手首巻付け部３２のうち、
手首部１８の両側面を除く部分に形成されておればよい。
【００３６】
　このため、手首巻付け部３２のうち、手首部１８の下面側に板状部材２２が形成された
場合には、手首の掌屈する動きも制御される。
【００３７】
　このように使用者が本実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０を装着した状態で、ゴル
フクラブ等の対象物を把持すると、小指部１３と薬指部１４と中指部１５とが掌側に向け
て屈曲される。このため、帯部３３が指先側に引張される。このように帯部３３が指先側
に引張されると、使用者の小指、薬指、中指に付与される締付力がさらに増大する。また
、帯部３３がさらに引張されることにより、手首巻付け部３２が使用者の手首を巻締める
締付力も増大する。このように、運動時において、使用者の手首の動きおよび指の動きに
合わせて、小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５および手首巻付け部３２が付与する
締付力が変動し、使用者の手首の動きを制御する。
【００３８】
　さらに、使用者が指を屈曲させた際には、手首巻付け部３２の巻締め力が増大するため
、手首部１８がずれ難くなっている。すなわち、使用者が指を屈曲させると、手首部１８
は、指先側に引っ張られる一方で、手首巻付け部３２の締付力が増大するため、手首部１
８が指先側にずれることが抑制されている。
【００３９】
　ここで、本実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０においては、手首巻付け部３２の巻
き方を変更することにより、橈屈、尺屈、背屈、掌屈等の手首の動きのうち、任意の動き
を制御することができる。例えば、手の動きのうち、背屈の動きを制御したい場合には、
使用者の手を掌屈させた状態で、帯部３３を引張して、面ファスナ２７を両面ファスナ２
８に固定する。そして、手首巻付け部３２を手首部１８の開口縁部に沿って巻き締めて、
面ファスナ３０を面ファスナ２４に固定する。このように、掌屈させた状態で、帯部３３
を巻締めると、手首巻付け部３２が手掌部１２を押圧する部分は、手首部１８の開口部よ
り指先側に変位する。このため、使用者が手を背屈させる際に、手掌部１２が突っ張るこ
とになり、手の背屈を制御する。
【００４０】
　ここで、面ファスナ２７を両面ファスナ２８に固定することにより、手甲帯部３１をま
ず、固定することができ、その後、手首巻付け部３２を手首部１８に巻きつけることがで
きる。このように、使用者の指の締付作業と、使用者の手首締付作業とを分離することが
できるため、使用者の指の締付作業と、手首の締付作業とを容易に行なうことができる。
【００４１】
　また、手首の動きのうち、掌屈の動きを制御したい場合には、使用者の手首を背屈させ
た状態で、手首巻付け部３２を巻き締める。さらに、手首の動きのうち、橈屈の動きを制
御したい場合には、使用者の手首を尺屈させた状態で、手首巻付け部３２を巻き締める。
そして、手首の動きのうち、尺屈の動きを制御したい場合には、使用者の手首を橈屈させ
た状態で、手首巻付け部３２を巻き締める。
【００４２】
　ここで、手甲帯部３１を固定する面ファスナ２７が手首部１８側から指先側に向けて幅
広に形成されていると共に、親指部１７側から小指部１３側に向けて幅広に形成されてい
る。このため、面ファスナ２７が両面ファスナ２８に固定される位置を調整することによ
り、手甲帯部３１が小指部１３と、薬指部１４と中指部１５とに付与する引張力を各指ご
とに調整することができ、使用者の小指、薬指、中指に付与される締付力を、各指ごとに
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調整することができる。
【００４３】
　なお、本実施の形態に係るスポーツ用手袋１０は、手首巻付け部３２の巻締め位置を設
定する面ファスナ３０と、両面ファスナ２８とは、上記の位置に限られない。すなわち、
図９は、本実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０の変形例を示す正面図であり、この図
９に示されるように、面ファスナ３０に対応する面ファスナを手首部１８の外表面の周囲
に沿って配置してもよい。この面ファスナは、手首部１８の外表面であって、手首部１８
の上面側から小指部１３側の側面に向けて配置されている。このように構成されたスポー
ツ用手袋４０においては、面ファスナ３０と、手首部１８の外表面に沿って配置された面
ファスナとの接着位置を調整することにより、手首巻付け部３２が手首に及ぼす締付力が
調整される。
【００４４】
　本実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０によれば、使用者の小指、薬指、中指に締付
力を付与することができる。特に、対象物を把持した際には、小指、薬指、中指に付与さ
れる締付力が増大するため、対象物を良好に把持することができる。
【００４５】
　さらに、「力み」につながる親指、人差指には、締付力が付与されておらず、小指、中
指、薬指に意識を集中することができる。
【００４６】
　その上、手首巻付け部３２が手首部１８を巻締めることにより、使用者の手首に締付力
が付与され、手首の動きが制御され、対象物を把持した際に、手首のふらつきを抑制する
ことができる。さらに、手首巻付け部３２の巻締め態様を選択することにより、手首の動
きを制御することができる。このため、例えば、手首を掌屈させる際に痛みを伴う場合に
は、手首の掌屈を制御するように手首巻付け部３２を手首に巻くことにより、手首の痛み
を軽減することができる。すなわち、リハビリ機能も得ることができる。また、指に締付
力を付与する手甲帯部３１と、手首に締付力を付与する手首巻付け部３２とが連設されて
、帯部３３が形成されているため、指を曲げた際に、指の締付力および手首の締付力を増
大させることができる。このため、指を屈曲させることにより、指を対象物に沿わせた状
態で、さらに固定することができ、手首のふらつきをさらに確実に抑制することができる
。また、指を屈曲させることにより、手首巻付け部３２の巻締め力が増大するため、手首
部１８のずれを抑制することができる。すなわち、使用者が運動時において、手首や指を
動かすために筋肉を動かす際に、筋肉の動きに追従して、小指部１３と、薬指部１４と、
中指部１５および手首巻付け部３２の締付力が変動することができ、運動時においても、
使用者の手首および指の動きを制御することができる。
【００４７】
　その上、帯部３３を固定する面ファスナ２７は、手首部１８側から指先側に向けて幅広
に形成される共に、親指部１７側から小指部１３側に向けて幅広に形成されているため、
各指に付与される締付力を各指ごとに調整することができる。
【００４８】
　（実施の形態２）
　図３および図４を用いて本実施の形態２に係るスポーツ用手袋５０について説明する。
図４は、本実施の形態２に係るスポーツ用手袋５０の正面図であり、この図４に示される
ように、帯部５３は、一方の端部が人差指部１６と、中指部１５と、薬指部１４とのうち
、第２指節間関節７４を覆う部分に設けられ、使用者の手首に向けて延在している。この
帯部５３は、手甲部１１に設けられた手甲帯部５１と、この手甲帯部５１に連設され、手
首部１８の開口縁部に配置された手首巻付け部５２とを備えている。手甲帯部５１は、一
方の端部が薬指部１４と中指部１５と人差指部１６とうち、図３に示される第２指節間関
節７４を覆う部分に配置された指側手甲帯部５４と、この指側手甲帯部５４に連設された
弾性部材５５と、この弾性部材５５に連設された手首側手甲帯部５６とを備えている。こ
の手甲帯部５１は、薬指部１４と、中指部１５と、人差指部１６との中手指節関節７５か
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ら、手首部１８の小指部１３側の側面に向けて延在している。
【００４９】
　弾性部材５５は、図３に示された使用者の中手指節関節７５上に位置する領域に形成さ
れている。なお、この弾性部材５５は、図３に示された中手指節関節７５上に位置する領
域に限られず、中手指節関節７５から手首部１８側に向けて延在するように形成されても
よい。手首側手甲帯部５６は、図３に示される使用者の中手指節関節７５上の位置から、
手首部１８の小指部１３側の側面に向けて延在している。この手首側手甲帯部５６の上面
のうち、手首部１８の近傍には、図示されない面ファスナが形成されている。
【００５０】
　手首巻付け部５２は、手首部１８のうち、小指部１３の側面側から、手首部１８の手掌
部１２側に向けて延在し、さらに、手首部１８の親指部１７側の側面を通り、手首部１８
の手甲部１１側にまで到るように配置されている。また、この手首巻付け部５２は、手首
側手甲帯部５６に連設された弾性部材５７と、この弾性部材５７の終端部側に形成された
板状部材５８とを備えている。弾性部材５７は、手首部１８の小指部１３側の側面から、
手首部１８の手掌部１２側に向けて延在し、さらに、手首部１８の親指部１７側の側面か
ら、手首部１８の手甲部１１側に向けて延在する。そして、板状部材５８は、手首部１８
の手甲部１１側に配置されている。
【００５１】
　そして、手首巻付け部５２の終端部側の下面には、手首側手甲帯部５６に形成された図
示されない面ファスナに、固定される面ファスナ５９が形成されている。なお、上記構成
以外の構成は、上記実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０と同様に構成されており、同
一の構成については、同一の符号を付している。
【００５２】
　本実施の形態２に係るスポーツ用手袋５０によれば、帯部５３は、指先側から手首部１
８の小指部１３側の側面に向けて延在し、手首部１８の手掌部１２側に向けて配置される
。さらに、手首部１８の親指部１７側の側面に向けて延在し、手首部１８の手甲部１１側
に配置される。そして、手首側手甲帯部５６の上面に形成された図示されない面ファスナ
と、面ファスナ５９とが固定されることにより、帯部５３が固定される。これにより、帯
部５３は、薬指部１４と、中指部１５と、人差指部１６とを引張する。このため、使用者
の薬指と、中指と、人差指とに締付力が付与される。
【００５３】
　ここで、帯部５３が巻き付けられる際には、まず、手首部１８のうち、小指部１３の側
面側に沿って配置される。このため、使用者の手首を橈屈させた状態で、帯部５３を手首
部１８に巻付け易く、使用者の手の尺屈を制御し易くなっている。なお、本実施の形態２
においても、上記実施の形態１と同様に、帯部５３は、使用者の指に締付力を付与する手
甲帯部５１と、使用者の手首に締付力を付与する手首巻付け部５２とが連設されて構成さ
れている。
【００５４】
　このため、使用者が指を屈曲させた際に、帯部５３が引張され、使用者の指に付与され
る締付力と、使用者の手首に付与される締付力とが増大する。すなわち、本実施の形態２
においても、上記実施の形態１と同様に、使用者が運動時において、筋肉の動きに追従し
て、薬指部１４と、中指部１５と、人差指部１６および手首巻付け部３２の締付力が変動
し、使用者の手首および指の動きを制御することができる。
【００５５】
　このように構成されたスポーツ用手袋５０によれば、使用者の手首の尺屈を良好に制御
するのに好適である。このため、特に、使用者が手を尺屈させる際に、痛みを伴う場合に
は、好適である。さらに、スポーツ用手袋５０においては、対象物を把持した際に、使用
者の薬指と、中指と、人差指と、手首とに一体的な締付力を付与することができる。この
ため、対象物を把持した際に、薬指と、中指と、人差指とが固定され、良好に対象物を把
持することができると共に、手首のふらつきを抑制することができる。また、使用者が、
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薬指と、中指と、人差指とを屈曲する際には、手首部１８も指先側に向けて引っ張られる
が、使用者が薬指と、中指と、人差指とを屈曲すると、帯部５３が手首部１８に付与する
締付力も増大するため、手首部１８のずれを防止することができる。なお、本実施の形態
２に係るスポーツ用手袋５０は、上記実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０と同様に構
成されているため、上記実施の形態１と同様の作用・効果を得ることができる。
【００５６】
　（実施の形態３）
　図５および図３を用いて、本発明に係る実施の形態４について説明する。図５は、本実
施の形態３に係るスポーツ用手袋８０の正面図であり、この図５に示されるように、帯部
８３の一方の端部は、親指部１７のうち、中手指節関節７５に配置され、使用者の手首に
向けて延在している。
【００５７】
　この帯部８３は、手甲部１１に配置された手甲帯部８１と、この手甲帯部８１に連設さ
れ、使用者の手首に巻き付けられる手首巻付け部８２とを備えている。手甲帯部８１は、
一方の端部が、親指部１７のうち、図３に示された使用者の中手指節関節７５を覆う部分
に配置された弾性部材８５と、この弾性部材８５に連設され、手首部１８の小指部１３側
の側面に向けて延在する手首側手甲帯部８６とを備えている。この手首側手甲帯部８６の
上面のうち、手首部１８の近傍には、図示されない面ファスナが形成されている。
【００５８】
　手首巻付け部８２は、手首側手甲帯部８６に連設された弾性部材８７と、この弾性部材
８７の終端部側に形成された板状部材８８とを備えている。
【００５９】
　この手首巻付け部８２は、手首部１８の小指部１３側の側面から、手首部１８の手掌部
１２側に向けて延在する。さらに、手首部１８の手掌部１２側から、手首部１８の親指部
１７側の側面に向けて延在する。そして、手首部１８の親指部１７の側面から手首部１８
の手甲部１１にまで延在する。また、面ファスナ８４が、手首側手甲帯部８６の上面に形
成された図示されない面ファスナに固定されることにより、帯部８３が固定される。すな
わち、面ファスナ８４と、手首側手甲帯部８６の上面に形成された図示されない面ファス
ナとが、手首巻付け部８２の固定部材を構成する。
【００６０】
　このように、帯部８３が固定されると、親指部１７に引張力が付与される。このため、
使用者の親指に締付力が付与され、親指が固定される。さらに、手首巻付け部８２が手首
部１８を巻締めるため、使用者の手首に締付力が付与される。
【００６１】
　ここで、本実施の形態３においても、上記実施の形態１、２と同様に、帯部８３は、使
用者の指に締付力を付与する手甲帯部８１と、使用者の手首に締付力を付与する手首巻付
け部８２とが連設されて構成されている。これにより、使用者が運動時において、手首や
指を動かすために筋肉を動かす際に、筋肉の動きに追従して、親指部１７の締付力が変動
し、使用者の手首および指の動きが制御される。
【００６２】
　このように構成された本実施の形態３に係るスポーツ用手袋８０によれば、対象物を把
持する際に、使用者が親指を屈曲すると、使用者の手首に付与される締付力が増大するた
め、手首部１８がずれることを抑制することができる。また、このスポーツ用手袋８０は
、上記実施の形態２に係るスポーツ用手袋５０と同様に、帯部８３は、手首部１８の小指
部１３側の側面側から手首部１８に巻き付けられるので、手首の尺屈を制御するのに好適
である。
【００６３】
　（実施の形態４）
　図６、図７および図３を用いて、本発明に係る実施の形態４について説明する。図６は
、本実施の形態４に係るスポーツ用手袋９０の正面図である。この図６に示されるように
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、このスポーツ用手袋９０は、一方の端部が親指部１７に設けられ、使用者の手首に向け
て延在する帯部８３と、一方の端部が小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とに設け
られ、使用者の手首に向けて延在する帯部３３とを備えている。
【００６４】
　帯部８３は、一方の端部が親指部１７のうち、図３に示された中手指節関節７５を覆う
部分に設けられた手甲帯部８１と、この手甲帯部８１に連設され、手首部１８の開口縁部
に沿って配置された手首巻付け部８２とを備えている。手甲帯部８１は、一方の端部が親
指部１７のうち、図３に示された使用者の第２指節間関節７４に設けられた弾性部材８５
と、この弾性部材８５に連設された手首側手甲帯部８６とを備えている。手首巻付け部８
２は、手首側手甲帯部８６に連設された弾性部材８７と、手首巻付け部８２の終端部に設
けられた板状部材８８とを備えている。手首巻付け部８２の終端部側の下面には、面ファ
スナ８４が形成されている。
【００６５】
　この手首巻付け部８２は、手首部１８の小指側の側面から手首部１８の手掌部１２側に
向けて延在する。そして、手首部１８手掌部１２側から手首部１８の親指部１７側の側面
に向けて延在する。さらに、手首部１８の親指部１７側の側面から手首部１８の手甲部１
１側にまで到るように配置されている。
【００６６】
　なお、手首部１８の上面上には、図示されない面ファスナが形成されており、手甲帯部
８１の下面側には、この手首部１８の上面上に形成された図示されない面ファスナに固定
される面ファスナが形成されている。また、手首側手甲帯部８６の上面上には、面ファス
ナ８４が固定される面ファスナが形成されている。
【００６７】
　帯部８１の下面に形成された図示されない面ファスナが、手首部１８の上面に形成され
た図示されない面ファスナに固定されると、手甲帯部８１の位置が固定される。そして、
面ファスナ８４が、手首側手甲帯部８６の上面上に形成された面ファスナに固定されるこ
とにより、帯部８３が固定される。
【００６８】
　帯部３３は、手の甲側に配置された手甲帯部３１と、手甲帯部３１に連設され、手首部
１８の開口縁部に沿って配置された手首巻付け部３２とを備えている。
【００６９】
　手甲帯部３１は、一方の端部が小指部１３と、薬指部１４と、中指部１５とのうち、図
３に示された第２指節間関節７４を覆う部分に設けられた指先側手甲帯部１９と、この指
先側手甲帯部１９に連設された弾性部材２０と、この弾性部材２０に連設された手首側手
甲帯部２１とを備えている。弾性部材２０は、図３に示された中手指節関節７５上に配置
されている。また、手首側手甲帯部２１は、手首部１８に向けて延在し、手首部１８の親
指部１７側の側面に向けて延在している。図７は、図６に示されたスポーツ用手袋９０の
帯部３３を解いた状態のスポーツ用手袋の正面図である。この図７に示されるように、手
首側手甲帯部２１の上面には、面ファスナ２４が形成されている。
【００７０】
　図６において、手首巻付け部３２は、手首部１８の親指部１７側の側面側から手首部１
８の手掌部１２に向けて延在する。そして、手首部１８の手掌部１２側から手首部１８の
親指部１７側の側面に向けて延在する。さらに、手首部１８の親指部１７側の側面から手
首部１８の手甲部１１側にまで到るように配置されている。この手首巻付け部３２は、終
端部側に形成された板状部材２２と、この板状部材２２と手首側手甲帯部２１との間に亘
って形成された弾性部材２３とを備えている。また、手首巻付け部３２の終端部側の下面
には、手首側手甲帯部２１の上面上に形成された、図７に示される面ファスナ２４に固定
される面ファスナ３０が形成されている。この面ファスナ３０が、手首側手甲帯部２１の
上面上に形成された面ファスナ２４に固定されることにより、帯部３３が固定される。な
お、本実施の形態４に係るスポーツ用手袋９０の上記の構成以外の構成は、上記実施の形
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態１から実施の形態３に示されたスポーツ用手袋と同様に構成されている。
【００７１】
　本実施の形態４に係るスポーツ用手袋９０によれば、帯部３３は、指先側から手首部１
８の親指部１７側の側面を通って、使用者の手首に巻き付けられる一方で、帯部８３は、
指先側から手首部１８の小指側の側面を通って、使用者の手首に巻きつけられる。すなわ
ち、手首巻付け部８２は、手首巻付け部３２の巻付け方向と異なる方向に向けて使用者の
手首に巻付けられている。
【００７２】
　本実施の形態４に係るスポーツ用手袋９０によれば、手首巻付け部８２が手首巻付け部
３２の巻付け方向と異なる方向に向けて使用者の手首に巻付けられているため、使用者の
手の動きが良好に制御される。例えば、手の掌屈を制御したい場合には、手を背屈させた
状態で帯部３３および帯部８３を巻締めると共に、帯部３３の巻締めより、帯部８３の巻
締めを強くすることにより、手の掌屈を制御することができる。
【００７３】
　また、手の橈屈を制御する際には、手を尺屈させた状態で、帯部３３および帯部８３を
巻締めると共に、帯部３３の巻締めを帯部８３の巻締めより強くすることにより、手の橈
屈を制御することができる。
【００７４】
　さらに、手の背屈を制御するには、手を掌屈させた状態で、帯部３３および帯部８３が
手掌部１２を手首部１８に巻きつけることにより、手の背屈を制御することができる。こ
の際、手掌部１２は、手を掌屈させた状態で帯部３３および帯部８３とにより押圧される
。このため、使用者が手を背屈させることにより、手首部１８側の手掌部１２が指先側に
引張された際おいても、手首部１８側の手掌部１２は、手を掌屈させた状態に維持される
。これにより、手の背屈が良好に制御される。特に、帯部３３および帯部８３に形成され
た板状部材８８および板状部材とが手首部１８の手甲部１１側に配置されるため、板状部
材２３、８８が良好に手の背屈を制御する。そして、手の掌屈を制御するには、手を背屈
させた状態で、帯部３３および帯部８３を手首部１８に巻きつける。これにより、上記手
の背屈を制御する場合と、同様に手の掌屈を制御することができる。
【００７５】
　さらに、本実施の形態４に係るスポーツ用手袋９０においては、上記実施の形態１と同
様に、帯部３３と、帯部８３は、いずれも、使用者の指に締付力を付与する手甲帯部３１
、８３と、使用者の手首に締付力を付与する手首巻付け部３２、８２とが連設されている
。このため、使用者が、対象物を把持する際に、各指を屈曲させた際には、使用者の指と
手首とを固定する締付力が付与される。
【００７６】
　このように構成されたスポーツ用手袋９０によれば、使用者の手の動きを良好に制御す
ることができる。さらに、このスポーツ用手袋９０によれば、使用者の親指と、中指と、
薬指と、小指に締付力が付与されるため、対象物を把持する際に親指と、中指と、薬指と
、小指とが固定され、良好に対象物を把持することができる。なお、本実施の形態４に係
るスポーツ用手袋９０は、上記実施の形態１から実施の形態３と同様に、運動時に、使用
者の筋肉の動きに追従して、使用者の指および手首に付与される締付力が変化し、使用者
の手首および指の動きが制御することができる。
【００７７】
　（実施の形態５）
　図８および図３を用いて、本発明に係る実施の形態５について説明する。図８は、本実
施の形態５に係るスポーツ用手袋１００の正面図である。この図８に示されるように、ス
ポーツ用手袋１００は、手甲部１１側に配置された帯部１０３と、この帯部１０３が挿入
される環状部材１０７とを備えている。この帯部１０３は、一方の端部が小指部１３と、
薬指部１４と、中指部１５とのうち、図３に示される各指の第２指節間関節７４から中手
指節関節７５に亘って設けられ、手首部１８に向けて延在する手甲帯部１０１と、この手
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甲帯部１０１に連設され、手首部１８の開口縁部に沿って配置された手首巻付け部１０２
とを備えている。
【００７８】
　手甲帯部１０１は、指先側から、手首部１８の親指部１７側の側面に向けて延在してい
る。手首巻付け部１０２は、手首部１８の親指部１７側から手首部１８の手甲部１１側に
沿って配置されている。そして、手甲帯部１０１の一方の端部が、小指部１３と、薬指部
１４と、中指部１５とのうち、図３に示される各指の第２指節間関節７４から中手指節関
節７５に亘って設けられている。そして、手甲帯部１０１の他方の端部側は、手首部１８
の親指部１７側の側面で、環状部材１０７内に挿入される。さらに、手甲帯部１０１は、
環状部材１０７で手首部１８の開口縁部に沿うように屈曲し、手甲帯部１０１の終端部側
は、手首部１８の開口縁部に沿って延在する。
【００７９】
　そして、手首巻付け部１０２は、手首部１８の手甲部１１側から手首部１８の小指部１
３側の側面に向けて延在しいている。さらに、手首巻付け部１０２は、手首部１８の小指
部１３側の側面から、手首部１８の手掌部１２側に向けて延在する。そして、手甲帯部１
０１は、手首部１８の親指部１７側の側面側に配置された環状部材１０７に挿入され、さ
らに、環状部材１０７から外方に向けて延在している。また、この手首巻付け部１０２の
うち、手首部１８の開口縁部に配置された部分は、手首部１８の開口縁部に縫着されてい
る。
【００８０】
　このため、手首部１８の開口縁部のうち、親指部１７側の側面から手甲部１１側の領域
においては、手首巻付け部１０２の上面側に手甲帯部１０１が配置され、手首巻付け部１
０２と手甲帯部１０１とが重なるように配置されている。そして、手甲帯部１０１の終端
部の下面には、面ファスナ１０５が形成されている。また、手首巻付け部１０２の上面に
は、面ファスナ１０５が固定される面ファスナ１０６が形成されている。この面ファスナ
１０６は、手首巻付け部１０２のうち、親指部１７側から手甲部１１側および手掌部１２
に向けて形成されている。この面ファスナ１０５が面ファスナ１０６に固定されることに
より、手甲帯部１０１と手首巻付け部１０２とが連設され、帯部１０３が構成されている
。すなわち、本実施の形態５に係るスポーツ用手袋１００によれば、手甲帯部１０１と手
首巻付け部１０２とは、着脱可能とされている。
【００８１】
　さらに、手首巻付け部１０２の終端部には、手掌部１２側の面ファスナ１０６に固定さ
れる面ファスナ１０４が形成されている。この面ファスナ１０４は、手首巻付け部１０２
の終端部側を、手首部１８の手掌部１２側に向けて屈曲させた際に、手首部１８の開口縁
部に沿って配置された手首巻付け部１０２の上面と対向する面に形成されている。
【００８２】
　なお、上記構成以外の構成は、上記実施の形態１から４に示されたスポーツ用手袋と同
様に構成されており、同一の構成については、同一の符号を付している。
【００８３】
　本実施の形態５に係るスポーツ用手袋１００によれば、帯部１０３は、手甲帯部１０１
と、手首巻付け部１０２とから構成されており、この手首巻付け部１０２と、手甲帯部１
０１とが着脱可能に構成されている。このため、手甲帯部１０１が使用者の各指に付与す
る締付力と、手首巻付け部１０２が使用者の手首に付与する締付力とを別個独立に調整す
ることができる。すなわち、手首巻付け部１０２が使用者の手首に付与する締付力は、面
ファスナ１０４を面ファスナ１０６に固定する位置を変えることにより、調整される。
【００８４】
　例えば、使用者が、手甲帯部１０１の終端部を手首部１８の小指部１３側の側面側にま
で引張して、面ファスナ１０６と面ファスナ１０５とを固定することにより、使用者の各
指に付与される締付力は強くなる。その一方で、使用者が手甲帯部１０１の終端部を手首
部１８側の小指部１３側の側面側で、面ファスナ１０６と面ファスナ１０５とを固定する
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ことにより、使用者の各指に付与される締付力を弱められる。
【００８５】
　また、手甲帯部１０１が使用者の指に付与する締付力は、面ファスナ１０５を面ファス
ナ１０６に固定する位置を調整することにより調整される。
【００８６】
　たとえば、手首巻付け部１０２の終端部を小指部１３側に向けて引張して、面ファスナ
１０４を面ファスナ１０６に固定すると、使用者の手首の周囲に巻き付けられる手首巻付
け部１０２の長さが短くなり、使用者の手首に付与される締付力が強くなる。
【００８７】
　また、手首巻付け部１０２の終端部を親指部１７側の終端部に配置して、面ファスナ１
０４を面ファスナ１０６に固定すると、使用者の手首に巻付けられる手首巻付け部１０２
の長さが長くなり、使用者の手首に付与される締付力が弱くなる。
【００８８】
　このように構成されたスポーツ用手袋１００によれば、使用者の指に付与される締付力
と、使用者の手首に付与される締付力とを別個独立に調整することができる。また、本実
施の形態においても、上記実施の形態１と同様に、帯部１０３は、使用者の手首に締付力
を付与する手首巻付け部１０２と、使用者の指に締付力を付与する手甲帯部１０１とが連
設されている。このため、使用者が対象物を把持する際に、指を屈曲させると、手甲帯部
１０１が指先側に引張され、使用者の指に付与される締付力を増大させることができる一
方で、手首巻付け部１０２も引張され、使用者の手首に付与される締付力も増大する。こ
れにより、使用者が対象物を把持する際に、使用者の指と手首とに一体的な締付力を付与
することができる。
【００８９】
　以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、今回開示された実施の形
態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の
範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、スポーツ用手袋に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】実施の形態１に係るスポーツ用手袋の上面図である。
【図２】図１に示されたスポーツ用手袋の帯部の巻締めを開放した状態を示す正面図であ
る。
【図３】人の手の骨格図である。
【図４】実施の形態２に係るスポーツ用手袋の正面図である。
【図５】実施の形態３に係るスポーツ用手袋の正面図である。
【図６】実施の形態４に係るスポーツ用手袋の正面図である。
【図７】図６に示されたスポーツ用手袋の帯部を解いた状態のスポーツ用手袋の正面図で
ある。
【図８】実施の形態５に係るスポーツ用手袋の正面図である。
【図９】実施の形態１に係るスポーツ用手袋１０の変形例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　スポーツ用手袋、１１　手甲部、１２　手掌部、１３　小指部、１４　薬指部、
１５　中指部、１６　人差指部、１７　親指部、１８　手首部、２０　弾性部材、２２　
板状部材、２４　面ファスナ、６０　豆状骨、６１　三角骨、６２　有鈎骨、６３　有頭
骨、６４　月状骨、６５　舟状骨、６６　大菱形骨、６７　小菱形骨、６８　中手骨、６
９　基節骨、７２　尺骨、７３　橈骨、７４　第２指節間関節、７５　中手指節関節。
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